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  訪問介護報酬の引き下げを撤回し、国の責任で介護職員確保を求める署名 

 

 第 9 期の改定で、訪問介護報酬の引き下げが行われました。訪問介護は 7.8％の黒字で、介護サ

ービス平均の 2.4％を大きく上回っていると言っていますが、4 割近い訪問介護事業が赤字である

ことも明らかになりました。地域に密着した小規模事業所は経営が成り立たなくなり、訪問介護事

業から撤退せざるを得ない事業所が続出する恐れがあります。大幅に不足しているホームヘルパー

の確保がさらに困難になり必要な介護保障ができなくなります。訪問介護報酬の引き下げを撤回し

引き上げを要望します。 

 介護職員、特にホームヘルパーの不足は顕著です。2040 年には約 70 万人のヘルパー増員が

必要だと言われていますが、低賃金と劣悪な労働条件の抜本的な改善がなければヘルパー確保は困

難です。全産業平均並み賃金へは約 7 万円の賃金引き上げが必要ですが、介護報酬引き上げだけで

は不可能です。国の負担で大幅引き上げの実現を要望します。 

 「介護保険料 6500 円以上が半数 74 自治体調査 6 割以上が引き上げ」（4 月 10 日朝日）

と、今回も多くの自治体で大幅引き上げが行われました。生活を圧迫するとの高齢者の悲鳴が聞こ

えます。現状の保険料・国・自治体の負担割合では、保険料の改定のたびに大幅な引き上げは必然で

す、保険料軽減のため、自治体の一般会計からの繰入、現在 25％の国の負担割合の 50％への増額

を求めます。 必要な人に必要な介護を保障するために下記の要望をします。 

                 記 

１ 訪問介護事業所の経営実態を調査し、経営危機の事業所への支援策を早急に具体化すること 

２ 訪問介報酬引き下げを撤回し、報酬を引き上げること 

３ 介護職特にホームヘルパーの賃金を全職種平均並みに大幅に引き上げること。そのため、国費

を投入すること 

４ 介護保険料の引き上げをしないために、市区町村の一般財源からの繰入を認めること 

５ 現在 25％の国の負担割合を倍増すること 
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